
サービス対価 利用料金収入等

設計・建設・維持管理 ○

運営 　 ○※1 ○

設計・建設・維持管理
○

（BOOの対象を除く）
　 ○※2

（BOOの対象）

運営 ○

設計・建設・維持管理 ○

運営 ○

設計・建設・維持管理 ○

運営 ○

設計・建設・維持管理 ○

運営 ○

自主提案施設

上記以外

※１ 県が承認した利用料金による回収が困難と見込まれる費用に限り、サービス対価の対象となる。

※２ BOO方式の対象：内装、什器、備品等（要求水準書P.20図表2-2参照）

表－１－２　各施設と事業者の収入との関係

施設
事業者の収入

BOO施設
（飲食施設を除く）

飲食施設

屋根付き人工芝広場
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